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１　はじめに
令和５年不正競争防止法等改正法による商標法改

正で、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和され
た。令和６年４月１日の商標法改正の施行に合わせて、
商標法施行令が改正され、商標審査基準も改訂され
るが、商標法施行令１条１号の「相当の関連性」や同
条２号の「不正の目的」といった要件の内容は現時点
では必ずしも具体的になってはおらず、今後の事例

の蓄積によって明確になることが期待されている。
ところで、審査を行って商標権という独占権を付

与する商標制度とはかなり異なり、誰でも早い者勝
ちで独占できるが、商標権者等が事後的に移転や取
消を請求できるドメイン名（domain name）の紛争処
理制度においても、一見すると似ている１ような要件
が設けられている。この２つの制度は似ているに過
ぎず、筆者は本稿において、ドメイン名紛争処理に

個人名を含むドメイン名の個人名を含むドメイン名の
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